
決算書掲載頁　215・221・227・233・235

内
訳

各学校園の特性を踏まえた組織的・機動的な学校運営の円滑化を図る。

学校校務業務に多様な人材を活用していく。
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教育推進部学校教育課、子ども・福祉部子ども子育て課
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1

直営 昭和47年度以前 教育基本法第5条第3項

児童・生徒及び保護者

通学区域の随時見直しを行う。
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事業：学校(園)運営事業                       

学齢簿の整備、教科用図書の配付、校務員の配置等、学校園の円滑かつ適正な管理運営を図るための業務を実施

した。 

 

細事業：就学事務事業                        

１．就学事務 

児童・生徒の学齢簿の編成と整備、入学期日の通知、学校の指定及び変更、区域外就学に関する事務、転入学・

編入学・退学に関する事務を行った｡ 

平成２５年５月１日現在の児童・生徒数は次のとおり。 

＜小学校＞ 

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計 

764人 793人 852人 875人 993人 1,061人 5,338人 

＜中学校＞ 

1年生 2年生 3年生 計 

861人 971人 1,000人 2,832人 

２．通学区域審議会 

教育委員会からの諮問に対し、河内長野市立小中学校通学区域審議会から答申「あかしあ台 2 丁目における通学

区域の見直しについて」を受け、この答申を基に教育委員会での審議を経て、あかしあ台２丁目と小山田町の一部

地域を調整学区（本来の通学校に加えて近隣の学校にも通学可能とする区域）へ変更（平成２６年４月実施）した。 

 


